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赤穂浪士の親類書をめぐって

　
近
世
武
家
社
会
の
最
も
代
表
的
な
集
団
が
、
大
名
家
臣
団
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
家
臣
団
は
、
大
名
と
の
主
従

関
係
で
成
立
し
、
「
家
中
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
大
名
の
擬
制
的
な
「
家
」
の
な
か
に
位
置
。
つ
け
ら
れ
、
藩
と
い
う
小
国
家
の
吏
僚
組

織
を
構
成
し
て
、
強
固
な
統
制
と
閉
鎖
さ
れ
た
縦
割
り
社
会
の
な
か
に
隔
離
さ
れ
、
主
君
へ
の
忠
誠
を
強
制
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
、

現
在
の
通
説
で
あ
ろ
う
。
現
在
ま
で
の
多
く
の
家
臣
団
研
究
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
な
見
方
を
補
強
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
感
じ

　
　
（
1
）

ら
れ
る
。

　
た
だ
、
従
来
の
家
臣
団
研
究
の
多
く
は
、
各
大
名
家
に
残
っ
た
藩
政
史
料
を
中
心
に
使
用
し
て
き
た
。
藩
政
史
料
は
、
基
本
的
に
は
藩

内
に
つ
い
て
の
記
述
の
み
が
主
で
あ
り
、
多
く
の
研
究
が
藩
外
と
の
関
係
を
こ
と
さ
ら
に
省
略
し
て
い
る
史
料
で
考
察
し
て
い
た
と
い
う
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こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
家
臣
団
は
藩
外
と
の
関
係
を
捨
象
し
て
検
討
さ
れ
、
主
従
関
係
や
封
建
道
徳
な
ど
と
も
あ
い
ま
っ



て
、
閉
鎖
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
大
名
家
臣
は
、
藩
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
藩
外
と
さ
ま
ざ
ま
な
親
類
縁
者
を
も
ち
、
身
分
を
超
え
た
複

雑
な
族
縁
関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
家
臣
の
「
家
」
は
大
名
の
「
家
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
名
の
擬
制
的
な
「
家
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
超
え
た
独
自
の
家
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
元
禄
期
に
お
け
る
か
か
る
実
態
を
、
元
禄
一
六
年
正
月
、
切
腹
に
先
立
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
提
出
さ
れ
た
赤
穂
浪
士
の
『
親
類
書
』
か
ら
、
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
討
ち
入
り
の
是
非
を
論
じ
た
赤
穂
義
士
論
や
観
念
的
な
武
士
道
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
、
『
親
類
書
』
提
出
の
契
機
に
、

討
ち
入
り
と
そ
の
後
の
切
腹
が
あ
り
、
史
料
の
背
景
と
し
て
最
小
限
度
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

2

一
　
浅
野
家
家
臣
団
の
構
造

　
『
親
類
書
』
を
提
出
し
た
赤
穂
浪
士
四
六
名
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
浅
野
家
家
臣
団
の
分
析
を
し
て
お
き
た
い
。
赤
穂
浅
野
氏
は
、

浅
野
長
政
の
三
男
長
重
が
、
徳
川
家
康
の
人
質
と
な
っ
た
後
秀
忠
に
仕
え
、
慶
長
六
年
に
下
野
真
岡
二
万
石
、
同
一
六
年
亡
父
の
隠
居
料

で
あ
っ
た
常
陸
真
壁
五
万
石
に
転
じ
た
。
慶
長
一
九
年
、
大
久
保
忠
隣
の
改
易
に
、
安
藤
重
信
・
本
多
忠
朝
ら
と
と
も
に
小
田
原
城
の
受

け
取
り
・
破
却
を
担
当
し
、
同
年
の
大
坂
冬
の
陣
で
は
本
多
忠
朝
の
加
勢
と
し
て
出
陣
し
、
翌
年
の
夏
の
陣
に
も
本
多
と
と
も
に
出
陣
し

た
。
こ
の
と
き
本
多
は
大
坂
勢
の
猛
攻
を
受
け
て
討
ち
死
に
し
て
い
る
が
、
長
重
は
家
臣
三
〇
余
、
雑
兵
一
〇
〇
余
を
失
い
な
が
ら
、
敵

の
首
級
六
〇
を
獲
た
と
い
う
。
元
和
八
年
、
常
陸
笠
間
五
万
三
五
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
子
長
直
が
、
正
保
二
年
赤
穂
に
移

封
さ
れ
、
赤
穂
城
を
築
造
し
、
長
友
、
長
矩
と
続
い
て
元
禄
一
四
年
の
改
易
に
至
っ
た
。
こ
の
間
、
元
和
八
年
に
は
宇
都
宮
城
・
古
河
城
、
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寛
永
九
年
に
は
駿
府
城
、
元
禄
七
年
に
は
備
中
松
山
城
な
ど
の
守
衛
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
経
歴
か
ら
、
浅
野
氏
は
、
豊
臣
取
立
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）

大
名
の
系
譜
を
引
く
近
世
初
期
の
新
規
取
立
大
名
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
、
武
功
取
立
大
名
に
近
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
浅
野
氏
家
臣
団
の
形
成
過
程
は
不
明
で
あ
る
が
、
以
上
の
経
歴
が
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
家
臣
団
の
特
徴
を
、
分
限
帳
か
ら
窺
っ
て
み
た
い
。

　
浅
野
家
の
『
分
限
帳
』
は
い
ず
れ
も
写
本
で
数
種
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
元
禄
＝
二
年
三
月
赤
穂
藩
改
易
の
前
年
と
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

大
石
神
社
所
蔵
の
写
本
を
使
用
す
る
。
本
書
は
一
五
〇
〇
石
の
家
老
大
石
内
蔵
助
か
ら
、
奥
様
衆
其
外
小
役
人
共
ま
で
、
二
五
七
名
の
俸

禄
・
氏
名
を
三
六
の
役
職
順
に
記
載
し
て
い
る
。
他
に
小
性
目
付
坊
主
・
坊
主
・
歩
行
の
四
三
名
が
人
数
だ
け
を
記
し
て
お
り
、
都
合
三

〇
〇
名
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
を
役
職
順
に
俸
緑
の
形
態
か
ら
一
覧
に
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
俸
腺
は
、
「
高
三
百
石
」
な
ど
石
高
で

表
示
さ
れ
、
実
際
に
は
蔵
米
知
行
で
収
入
は
そ
の
四
割
程
度
の
「
知
行
取
り
」
、
同
じ
石
高
表
示
で
は
あ
る
が
「
米
二
十
石
」
と
表
示
額

が
支
給
さ
れ
る
「
蔵
米
取
り
」
、
金
額
で
表
示
さ
れ
る
「
給
金
取
り
」
、
扶
持
で
表
示
さ
れ
る
「
扶
持
取
り
」
、
俸
豫
を
与
え
ら
れ
て
い
な

い
「
無
足
」
に
分
類
し
た
。
た
だ
「
米
二
十
石
五
人
扶
持
」
の
よ
う
な
複
合
形
態
は
、
知
行
・
蔵
米
・
給
金
・
扶
持
の
順
の
前
の
方
に
含

め
、
蔵
米
取
り
と
み
な
し
て
現
米
高
二
〇
石
と
し
て
数
え
た
。
実
際
の
収
入
と
は
異
な
る
が
、
俸
緑
の
種
類
が
武
士
と
し
て
の
格
式
や
階

層
を
示
す
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
役
職
の
順
は
、
お
お
む
ね
藩
内
の
階
層
順
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
家
老
・
番
頭
（
組
頭
）
・
者
頭
・
用
人
層
、
馬
廻
り
．
給
人
層
、

中
小
性
層
、
歩
行
・
坊
主
層
の
四
階
層
に
大
別
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
役
職
に
人
数
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
役
職
の
名
称

が
単
に
職
務
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
基
本
的
な
階
層
を
も
物
語
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
の
階
層
は
、
家
老
・
番
頭
・
物
頭
・
用
人
な
ど
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
組
頭
・
足
軽
頭
・
中
小
性
頭
な
ど
番
方
の
長
で
あ
り
、

軍
団
を
率
い
る
者
で
あ
る
。
う
ち
、
足
軽
頭
・
持
筒
頭
な
ど
者
頭
は
、
こ
の
分
限
帳
に
は
記
載
さ
れ
な
い
足
軽
の
歩
兵
隊
を
指
揮
す
る
。

3



表1　元禄13年の赤穂藩浅野氏の家臣団

（大石神社所蔵『大石家義士文書』所収「浅野内匠頭侍帳」）

　　　　　　知行　　　　（石）
P5001000　800　　500　　300　　200　　100

　　　　蔵米　　（石）

P00　50　30　20　10
　　　扶持　（扶持）

R0　10　5　3
　　　金　　（両）

P5　10　5　3
無
足

計

家　老 1　　　　1　2 4

番　頭 2　　　　　　3 5

旗円居奉行 1 1

足軽頭 6　2 8

江戸留守居手足軽 2 2

持筒頭 ・1　1 2

鑓奉行 1　2 3

持鑓奉行

用　人 4　　1 5

大目付 2　　1 3

中小性頭 1　　　　1 2

児小性頭 1牢 1

歩行小性頭 2 2

手廻者頭 1 1

舟奉行 1 1

使番 1　1 2

在々奉行 1　5 6

宗門改奉行 1　1 2

組　外 1　1　　　　1　2　2 1　　　　1 3 12

馬廻（伊藤五右衛門組） 1　2　12 15

寸



o
々
£
砲
細
無
環
e
舶
題
灘

馬廻（岡林杢之助組） 4 11 1 16

馬廻（外村源左衛門組） 1 3 10 14

馬廻（奥野将監組） 4 8 1 1 14

馬廻（玉虫七郎右衛門組） 1 13 14

江戸諸給人
6 10 16

番頭井物頭惣領
1 12 13

医 師 1 1 2 1 1 2 1 1 10

中小性㈱太郎左衛門支配）
3 18 12 1 1 1 9 4 49

児小性（綱配右衛門支配）
1 1 1 2 2 7

役人並組外之惣領
21 21

組付惣領

横 目
1 1 5 7

茶 道
1 1 2

小性目付坊主
（3）

坊 主
（20）

仲間抜
2 1 16 19

歩 行
（20） （20）

隠 居
1 2 1 1 10 15

奥様衆其外小役人共 1 1 1 3 6

計 1 3 2 3 21 36 80 2 2 4 25 19 3 2 2 1 1 14 30 2 46 300

鴎

＊は重複、（）は氏名がなく人数の合計に含めなかった。



こ
こ
に
は
、
家
老
の
よ
う
に
番
方
．
役
方
を
統
括
す
る
存
在
と
、
用
人
・
大
目
付
な
ど
役
方
の
要
職
も
含
ま
れ
る
。
彼
ら
の
俸
豫
は
す
べ

て
知
行
で
あ
る
。

　
第
二
の
階
層
は
、
馬
廻
り
．
給
人
層
で
あ
る
。
馬
廻
り
は
、
他
の
分
限
帳
で
は
給
人
と
も
見
え
る
が
、
馬
廻
り
の
本
来
の
語
義
は
藩
主

の
親
衛
隊
で
あ
り
、
浅
野
家
中
で
は
番
頭
に
付
属
し
て
騎
馬
隊
を
組
織
す
る
武
士
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
給
人
は
、
知
行
取
り
す
な
わ
ち

領
主
を
意
味
す
る
。
領
主
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
馬
上
で
出
陣
す
る
武
士
が
、
本
来
の
士
分
で
あ
る
こ
と
は
、
以
前
考
察
し
た
こ
と
が

あ
る
q
多
く
の
も
の
の
俸
腺
は
知
行
で
あ
り
、
実
際
に
は
蔵
米
知
行
と
は
い
え
、
知
行
の
単
位
で
あ
る
「
石
高
」
で
俸
緑
を
与
え
ら
れ
、

領
主
と
し
て
の
名
目
を
保
・
て
い
・
存
在
で
あ
華
な
譲
米
取
り
・
扶
持
取
り
が
若
干
い
る
が
・
多
く
は
医
師
で
あ
縦
ま
た
給
金
取

り
．
無
足
は
、
者
頭
な
ど
第
一
の
階
層
の
嫡
子
な
ど
で
あ
り
、
嫡
子
が
親
よ
り
一
等
低
い
階
層
に
列
座
す
る
と
い
う
格
式
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
。
か
つ
、
多
く
は
番
方
と
し
て
馬
廻
り
組
に
所
属
し
て
い
る
が
、
な
か
に
は
馬
廻
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
札
座
奉
行
・
作
事
奉
行
・

武
具
奉
行
．
近
習
．
物
書
役
．
代
官
な
ど
、
役
方
の
実
務
的
な
長
を
兼
務
し
て
い
る
者
も
目
に
つ
く
。
こ
こ
に
は
、
他
に
戦
時
の
物
見
・

伝
令
や
平
時
の
使
者
を
担
当
す
る
使
番
、
舟
奉
行
・
在
々
奉
行
な
ど
の
役
方
、
無
役
で
あ
る
組
外
も
含
ま
れ
る
。
基
本
的
に
は
、
騎
馬
隊

を
構
成
し
て
戦
時
に
戦
闘
の
中
心
に
な
る
と
い
う
武
士
の
本
分
を
示
す
存
在
で
あ
る
。

　
第
三
の
階
層
は
、
中
小
性
層
で
あ
る
。
こ
れ
は
馬
廻
り
・
給
人
層
の
士
分
に
準
じ
、
目
見
得
以
上
で
あ
る
が
乗
馬
は
で
き
ず
、
徒
歩
で

主
君
の
警
護
や
日
常
の
世
話
に
あ
た
る
役
で
あ
る
。
こ
れ
に
準
じ
る
層
と
し
て
、
児
小
性
や
、
第
二
の
馬
廻
り
・
給
人
層
の
嫡
子
も
含
ま

れ
る
。
俸
緑
は
多
く
が
蔵
米
で
あ
り
、
表
に
は
現
れ
な
い
が
、
「
十
五
石
三
人
扶
持
」
の
よ
う
に
蔵
米
と
扶
持
が
複
合
し
て
い
る
者
が
多

い
。
給
金
取
り
も
多
い
が
、
若
年
層
．
部
屋
住
な
ど
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
中
小
性
層
も
、
役
方
を
兼
務
し
て
い
る
も
の
が

あ
り
、
近
習
．
蔵
奉
行
．
物
書
役
の
よ
う
に
馬
廻
り
・
給
人
層
と
同
様
の
職
務
の
も
の
が
若
干
見
え
る
が
、
か
え
っ
て
賄
方
・
勘
定
方
・

札
座
横
目
．
蔵
横
目
な
ど
、
奉
行
の
下
で
実
務
に
携
わ
る
役
が
多
い
。
家
柄
か
ら
検
討
す
る
と
、
中
小
性
層
に
は
二
つ
の
類
型
が
あ
る
。

6
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一
つ
は
第
二
の
馬
廻
り
．
給
人
層
の
部
屋
住
、
あ
る
い
は
若
年
の
た
め
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
以
後
第
二
の
階
層
に
昇
進
す
る
類
型
、

他
は
後
述
す
る
第
四
の
歩
行
層
か
ら
昇
進
し
て
中
小
性
に
至
っ
た
類
型
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
中
小
性
は
、
職
制
が
整
備
さ
れ
、
家
格
に
よ

る
昇
進
経
路
が
確
定
す
る
な
か
で
、
第
二
の
階
層
す
な
わ
ち
目
見
得
以
上
が
最
初
に
出
仕
し
て
、
以
後
昇
進
し
て
い
く
場
所
と
な
る
と
と

も
に
、
目
見
得
以
下
の
下
層
の
家
臣
が
昇
格
す
る
最
高
位
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
職
制
の
整
備
が
、
元
禄
期
の
赤
穂
藩

で
は
す
で
に
確
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
の
階
層
は
、
目
見
得
以
下
の
歩
行
層
で
あ
る
。
本
来
、
徒
歩
で
主
君
の
行
列
の
前
を
警
備
し
た
り
、
雑
用
に
あ
た
る
職
で
あ
り
、

軍
陣
で
は
歩
兵
の
鑓
部
隊
を
形
成
す
る
。
歩
行
目
付
に
あ
た
る
横
目
、
茶
道
・
坊
主
・
仲
間
抜
・
小
役
人
な
ど
も
含
ま
れ
る
が
、
最
も
多

い
坊
主
．
歩
行
は
、
人
数
の
み
で
氏
名
の
記
載
は
な
い
。
歩
行
は
給
金
五
両
三
人
扶
持
、
坊
主
に
は
俸
線
の
記
載
は
な
い
。
な
お
坊
主
も
、

剃
髪
し
て
殿
中
の
雑
用
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
仲
間
抜
は
、
歩
行
組
か
ら
抜
け
て
、
物
書
役
・
山
奉
行
・
新
浜
奉
行
・
小
買

物
役
．
台
所
横
目
．
勘
定
方
な
ど
の
役
方
に
就
任
し
た
下
級
の
役
人
で
あ
り
、
俸
緑
・
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
他
に
、
隠
居
も
記
さ

れ
て
い
る
が
、
多
く
第
一
．
第
二
の
階
層
に
含
ま
れ
る
家
臣
の
隠
居
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
俸
緑
が
な
く
、
出
仕
の
席
順
の
必
要
も
な
い

と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
位
置
に
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
分
限
帳
の
記
載
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
の
下
に
、
士
分
の
最
下
級
で
あ
る
足
軽
、
奉
公
人
で
あ
る
中
間
・
小
者
な
ど
が
多
数
存
在

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
赤
穂
藩
浅
野
氏
の
家
臣
団
が
、
大
き
く
四
階
層
に
別
れ
、
そ
れ
が
俸
腺
の
種
類
と
も
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
同
時

に
、
こ
の
階
層
の
格
差
は
基
本
的
に
軍
事
的
な
役
割
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
家
臣
団
の
構
成
が
純
粋
に
軍
事
組
織
で
あ
る
こ
と
も
確
認
し

た
。
浅
野
氏
の
系
譜
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
赤
穂
藩
の
家
臣
団
は
、
城
在
番
な
ど
軍
事
的
な
役
割
を
も
っ
て
幕
府
の
課
役
を
担
っ
て
い
た
。

以
下
、
そ
の
よ
う
な
軍
事
組
織
の
発
動
の
様
子
を
、
元
禄
七
年
の
備
中
松
山
城
受
取
り
の
事
例
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

7



8

二
　
元
禄
七
年
備
中
松
山
城
受
取
り
と
浅
野
氏
家
臣
団

　
元
禄
六
年
一
二
月
、
備
中
松
山
藩
主
水
谷
勝
美
が
死
去
し
、
養
子
勝
晴
も
襲
封
し
な
い
ま
ま
死
去
し
た
た
め
、
水
谷
氏
五
万
石
は
改
易

さ
れ
た
。
一
二
月
二
二
日
、
浅
野
長
矩
に
松
山
城
の
受
取
り
と
在
番
が
命
じ
ら
れ
た
。
二
七
日
、
こ
の
報
が
赤
穂
在
国
中
の
浅
野
に
伝
え

ら
れ
る
と
、
二
九
日
か
ら
馬
の
用
意
を
、
翌
元
禄
七
年
正
月
朔
日
か
ら
諸
道
具
の
用
意
に
取
り
か
か
り
、
三
日
に
は
松
山
の
土
地
検
分
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

兵
糧
・
馬
の
飼
料
の
調
達
の
た
め
家
臣
が
松
山
に
派
遣
さ
れ
た
。
二
八
日
、
出
陣
の
行
列
が
決
定
し
、
行
列
書
が
家
臣
に
示
さ
れ
た
。
そ

の
陣
容
は
「
備
中
松
山
城
請
取
井
在
番
之
覚
」
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

一
旗
　
　
七
本

一
先
乗
騎
馬
　
壱
人

一
家
老
　
二
人

一
小
性
頭
　
一
人

一
中
小
性
役
人
廿
五
人

右
惣
人
数
弐
千
五
百
人

一
弓
　
　
三
拾
挺
　
　
　
一
鉄
炮
　
百
廿
挺

一
番
頭
　
弐
人
　
　
　
　
一
弓
鉄
炮
頭
　
八
人

一
用
人
　
三
人
　
　
　
　
一
目
付
　
二
人

一
歩
行
頭
　
壱
人
　
　
　
一
組
付
騎
馬
　
廿
七
人

一
歩
行
者
役
人
共
五
十
人

一
長
柄
鑓
　
七
拾
本

一
長
柄
鑓
頭
　
三
人

一
使
番
　
三
人

一
乗
掛
給
人
　
廿
人

　
江
戸
幕
府
の
軍
役
に
よ
れ
ば
、
五
万
石
は
馬
上
七
〇
、
弓
三
〇
、
鉄
炮
一
五
〇
、
鑓
八
〇
、
旗
一
〇
で
あ
る
が
、
幕
府
は
赤
穂
藩
に
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

万
五
〇
〇
〇
石
の
軍
役
を
勤
め
る
よ
う
命
じ
て
お
り
、
お
お
む
ね
五
万
石
の
七
・
八
割
の
軍
役
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
浅
野
氏
の
軍
勢
が
赤
穂
を
出
立
し
た
の
は
、
二
月
一
八
日
か
ら
一
九
日
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
の
行
列
は
、
「
赤
穂
浅
野
家
軍
列
帳
」

に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
前
掲
の
「
備
中
松
山
城
請
取
井
在
番
之
覚
」
と
は
、
数
が
一
致
し
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
甚



だ
し
い
齪
臨
は
な
く
、
出
陣
の
概
要
は
窺
え
よ
う
。
な
お
、
「
備
中
松
山
城
請
取
井
在
番
之
覚
」
に
は
、
総
人
数
二
五
〇
〇
と
あ
る
が
、

「
赤
穂
浅
野
家
軍
列
帳
」
に
は
、
三
五
〇
〇
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
領
内
か
ら
徴
発
し
た
夫

役
な
ど
を
数
え
た
か
否
か
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

赤穂浪士の親類書をめぐって

二
月
十
八
日
出
立

㈲
①
旗
持
2
1
人
（
旗
7
本
）
＊
旗
箱
　
小
頭
2
　
＊
具
足
長
持
4
　
0
旗
奉
行
　
＊
合
羽
籠
4
　
押
之
者
　
　
②
足
軽
3
0
（
弓
5
・

鉄
炮
2
0
）
＊
玉
薬
箱
2
　
＊
矢
箱
1
　
＊
具
足
長
持
4
　
0
物
頭
　
＊
合
羽
籠
4
　
押
之
者
　
　
③
足
軽
3
0
（
弓
4
・
鉄
炮
2
0
）
＊

玉
薬
箱
2
　
＊
矢
箱
1
　
＊
具
足
長
持
4
　
0
物
頭
　
＊
合
羽
籠
4
　
押
之
者
　
　
④
足
軽
3
0
（
弓
4
・
鉄
炮
2
0
）
＊
玉
薬
箱
2

＊
矢
箱
1
　
＊
具
足
長
持
4
　
0
物
頭
　
＊
合
羽
籠
4
　
押
之
者
　
　
⑤
足
軽
3
0
（
弓
4
・
鉄
砲
2
0
）
＊
玉
薬
箱
2
　
＊
矢
箱
1

＊
具
足
長
持
4
　
0
物
頭
　
＊
合
羽
籠
4
　
押
之
者
　
　
⑥
長
柄
之
者
2
5
（
長
柄
2
5
）
小
頭
2
　
＊
具
足
長
持
3
　
0
長
柄
頭
　
＊

合
羽
籠
3
　
押
之
者
　
　
⑦
長
柄
之
者
2
5
（
長
柄
2
5
）
小
頭
2
　
＊
旦
ハ
足
長
持
3
　
0
長
柄
頭
　
＊
合
羽
籠
3
　
押
之
者
　
　
⑧
○

馬
廻
り
6
騎
　
横
目
　
貝
・
太
鼓
役
人
　
○
組
頭
　
　
⑨
○
馬
廻
り
1
2
騎
　
横
目
　
貝
・
太
鼓
役
人
　
○
組
頭
　
　
⑩
○
目
付
　
◇

諸
役
人
1
0
　
□
医
師
　
＊
幕
箱
1
　
＊
幕
串
　
宰
領
　
＊
合
羽
籠
　
○
用
人
　
⑪
○
家
老

二
月
十
九
日
出
立

㈲
0
御
先
騎
馬
　
　
①
足
軽
3
0
（
弓
5
・
鉄
炮
2
0
）
＊
玉
薬
箱
2
　
＊
矢
箱
1
　
＊
具
足
長
持
4
　
0
物
頭
　
＊
合
羽
籠
4
　
押
之

者
　
　
②
足
軽
3
0
（
弓
5
・
鉄
炮
2
0
）
＊
玉
薬
箱
2
　
＊
矢
箱
1
　
＊
具
足
長
持
2
　
0
物
頭
　
＊
合
羽
籠
4
　
押
之
者
　
　
③
足

軽
1
2
（
持
筒
1
0
）
＊
玉
薬
箱
1
　
＊
具
足
長
持
2
　
0
持
筒
頭
　
＊
合
羽
籠
2
　
押
之
者
　
　
④
足
軽
1
2
（
持
筒
1
0
）
＊
玉
薬
箱
1

　
＊
具
足
長
持
2
　
0
持
筒
頭
　
＊
合
羽
籠
2
　
押
之
者
　
　
⑤
長
柄
之
者
2
0
（
持
鑓
2
0
）
小
頭
2
　
＊
具
足
長
持
3
　
0
持
鑓
頭

9



　
＊
合
羽
籠
3
　
押
之
者
　
　
⑥
○
使
番
　
押
目
　
牽
馬
5
疋
　
＊
轡
籠
3
　
＊
合
羽
籠
1
　
大
馬
印
　
小
円
居
　
貝
・
太
鼓
役
人

　
鐘
役
人
　
＊
挟
箱
5
　
＊
御
弓
5
　
＊
弩
瓢
　
＊
空
穂
　
＊
対
鑓
　
＊
大
鳥
毛
対
鑓
　
＊
長
刀
　
歩
行
3
4
　
＊
刀
筒
　
＊
弓
筒
・

手
筒
　
＊
鑓
　
＊
合
羽
籠
3
　
＊
御
朱
印
　
＊
具
足
櫃
　
◎
藩
主
馬
上
　
＊
十
文
字
鑓
・
直
鑓
　
手
廻
頭
　
草
履
取
　
＊
甲
立
　
＊

挟
箱
　
＊
具
足
櫃
　
乗
替
馬
　
＊
異
風
筒
　
＊
茶
弁
当
・
水
桶
　
坊
主
・
小
使
　
＊
乗
物
　
＊
山
駕
籠
　
＊
幕
箱
　
＊
幕
串
　
＊
奥

具
足
1
0
　
＊
更
具
足
長
持
6
　
　
惣
手
廻
　
　
⑦
＊
合
羽
籠
1
3
供
廻
同
勢
（
若
党
・
鑓
・
草
履
取
・
挟
箱
）
　
押
之
者
　
　
⑧
＊

大
筒
2
　
＊
合
羽
籠
1
　
横
目
　
　
⑨
○
用
人
1
　
0
目
付
1
　
0
使
番
2
　
0
諸
役
人
7
　
◇
諸
役
人
1
4
　
　
◇
中
小
性
1
2
　
口

医
師
　
◇
医
師
　
横
目
　
小
役
人
　
◇
御
供
番
　
手
明
足
軽
2
0
　
小
頭
1
　
＊
合
羽
籠
　
鞍
置
用
心
馬
1
0
　
＊
沓
籠
3
　
＊
合
羽
籠

2
　
押
之
者
　
○
家
老

　
　
　
　
　
　
（
注
：
◎
”
藩
主
馬
上
　
○
”
馬
上
　
◇
”
乗
懸
　
口
　
駕
籠
　
＊
一
道
具
・
荷
物
　
職
名
　
各
組
の
頭
等
）

10

　
陣
容
は
二
月
一
八
日
出
立
の
前
線
部
隊
㈲
と
、
翌
一
九
日
出
立
の
藩
主
浅
野
長
矩
が
率
い
る
本
隊
㈲
と
に
別
れ
る
。
前
線
部
隊
㈲
は
、

家
老
大
石
内
蔵
助
⑪
が
指
揮
し
、
先
頭
に
旗
七
本
①
、
次
に
弓
・
鉄
炮
の
足
軽
組
②
～
⑤
が
続
き
、
さ
ら
に
長
柄
組
⑥
・
⑦
が
行
進
す
る
。

こ
れ
ら
旗
以
下
は
い
ず
れ
も
歩
兵
で
あ
り
、
後
ろ
に
補
給
の
矢
玉
、
具
足
な
ど
の
荷
物
が
続
き
、
さ
ら
に
騎
馬
の
物
頭
が
馬
の
口
取
り
・

沓
箱
持
・
若
党
・
鑓
持
・
草
履
取
り
・
具
足
持
ち
な
ど
供
廻
り
を
従
え
て
進
み
、
そ
の
跡
を
合
羽
籠
が
続
き
、
最
後
を
押
之
者
が
行
く
と

い
う
陣
形
で
あ
る
。
歩
兵
部
隊
の
後
ろ
に
、
騎
馬
隊
の
馬
廻
り
二
組
⑧
・
⑨
が
、
い
ず
れ
も
供
廻
り
を
率
い
て
位
置
し
、
貝
・
太
鼓
や
横

目
が
続
き
、
最
後
尾
に
組
頭
（
番
頭
）
が
進
む
。
組
頭
が
貝
・
太
鼓
役
人
を
従
え
て
い
る
の
は
、
戦
闘
の
指
揮
官
と
し
て
の
格
式
を
表
現

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
騎
馬
隊
が
陣
容
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
つ
い
で
、
目
付
・
諸
役
人
・
医
師
・
用
人
な
ど
が
続
く
が
、
諸
役
人

は
荷
物
付
き
の
馬
に
乗
る
「
乗
懸
」
、
医
師
は
駕
籠
で
あ
り
、
戦
闘
部
隊
で
は
な
く
基
本
的
に
は
後
方
支
援
の
部
隊
で
あ
る
。
そ
し
て
行



赤穂浪士の親類書をめぐって

列
の
最
後
に
、
家
老
の
大
石
が
大
規
模
な
供
廻
り
を
率
い
て
㈲
全
隊
を
指
揮
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
各
部
隊
の
頭
は
、
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

的
に
最
後
に
位
置
し
て
い
る
。

　
翌
一
九
日
に
、
本
隊
㈲
が
出
立
す
る
。
先
頭
に
御
先
騎
馬
が
供
回
り
を
率
い
て
進
み
、
つ
い
で
足
軽
の
弓
・
鉄
砲
組
が
続
く
の
は
、
㈲

と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
次
の
持
筒
③
・
④
は
、
藩
主
の
鉄
炮
を
管
理
し
、
持
鑓
組
⑤
も
同
様
に
藩
主
の
鑓
を
管
理
す
る
親
衛
の

歩
兵
部
隊
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
⑥
が
本
陣
で
あ
る
。
物
見
・
伝
令
役
の
使
番
の
後
に
、
参
勤
交
代
で
行
列
の
最
初
に
進
む
牽
馬
を
配
し
、
つ
い
で
馬
印
・
纏
、
次
に
貝
・

太
鼓
・
鐘
、
さ
ら
に
弓
・
矢
・
鑓
・
長
刀
な
ど
の
き
ら
び
や
か
な
武
具
が
続
き
、
歩
行
組
が
行
進
す
る
後
に
、
お
そ
ら
く
老
中
奉
書
や
下

知
状
な
ど
が
収
め
ら
れ
た
朱
印
箱
の
後
を
、
藩
主
が
馬
上
で
進
む
。
行
列
帳
に
は
見
え
な
い
が
、
藩
主
の
側
に
用
人
・
供
頭
な
ど
が
従
い
、

周
囲
を
手
廻
り
が
取
り
巻
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
後
ろ
に
道
具
・
草
履
取
り
・
挟
箱
・
茶
弁
当
・
乗
物
な
ど
が
従
っ
て
い
る
。
惣
手
廻

り
が
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
藩
主
の
近
習
や
警
護
の
者
、
右
筆
・
日
常
の
世
話
を
す
る
諸
役
人
な
ど
で
あ
ろ
う
。
⑦
は
藩
主
の
周
囲

に
い
た
手
廻
り
の
陪
臣
で
あ
り
、
若
党
・
鑓
持
・
草
履
取
り
・
挟
箱
な
ど
の
供
廻
り
で
あ
る
。
本
来
は
主
人
の
廻
り
に
い
る
も
の
で
あ
る

が
、
主
人
が
藩
主
の
そ
ば
に
い
る
た
め
、
本
陣
の
後
方
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
に
馬
が
み
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
陪

臣
の
主
人
は
、
馬
上
の
資
格
の
な
い
中
小
性
層
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
藩
主
の
周
囲
は
中
小
性
層
が
警
護
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
⑧
の
大
筒
が
、
本
陣
の
後
方
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
だ
火
器
を
使
用
し
た
戦
法
が
未
発
達
の
日
本
の
軍
学
を
象
徴
す
る
よ
う
で

あ
る
。
⑨
は
後
方
支
援
の
諸
役
人
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
乗
懸
の
中
小
性
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
備
中
松
山
城
請
取
井
在

番
之
覚
」
に
み
え
る
中
小
性
二
五
人
の
約
半
数
に
当
り
、
藩
主
警
護
の
非
番
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
家
老
藤
井
又
左
衛
門
が
六
七
名

の
供
廻
り
を
従
え
、
殿
を
勤
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1

　
以
上
か
ら
、
赤
穂
藩
浅
野
氏
も
、
鉄
炮
・
弓
の
足
軽
組
、
長
柄
の
鑓
組
、
騎
馬
隊
、
本
陣
と
い
う
基
本
的
な
陣
容
を
持
ち
、
行
列
も
そ



れ
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
浅
野
氏
の
家
臣
団
は
、
以
上
の
よ
う
な
陣
容
で
そ
の
本
質
を
発
揮
し
た
の
で
あ

り
、
家
老
・
者
頭
層
は
各
部
隊
の
長
と
し
て
、
馬
廻
り
層
は
騎
馬
隊
と
し
て
、
中
小
性
層
は
本
陣
周
辺
の
警
護
や
諸
役
人
と
し
て
、
歩
行

は
本
陣
の
歩
兵
部
隊
、
足
軽
は
前
線
の
歩
兵
部
隊
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
前
述
の
分
限
帳
の
構
成
と
も

一
致
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
な
お
浅
野
氏
は
、
元
禄
八
年
八
月
、
安
藤
重
博
が
上
野
高
崎
か
ら
入
封
す
る
ま
で
備
中
松
山
城
に
二
年
間
在
番
し
、
城
の
警
護
に
も
当

　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
『
親
類
書
』
の
提
出
と
記
載

　
討
ち
入
り
翌
年
の
元
禄
一
六
年
正
月
二
二
日
、
老
中
稲
葉
正
通
は
浪
士
を
預
け
ら
れ
た
四
藩
の
留
守
居
役
を
召
喚
し
、
浪
士
た
ち
の

『
親
類
書
』
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
た
。
松
山
藩
で
は
二
四
日
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
祖
父
母
を
書
き
加
え
、
年
号
月
日
と
自
身
の
花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を
記
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
二
六
日
に
再
度
提
出
し
た
と
い
う
。
浪
士
が
切
腹
し
た
の
は
、
翌
月
二
月
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
浪
士
た
ち

が
書
き
上
げ
た
親
類
は
、
女
性
・
氏
名
不
詳
の
も
の
を
除
い
て
五
六
〇
名
に
お
よ
ぶ
が
、
重
複
を
整
理
す
る
と
四
七
〇
と
な
る
。
表
2
が

そ
の
一
覧
で
あ
る
。
討
ち
入
り
に
参
加
し
た
浪
士
は
、
馬
廻
り
・
中
小
性
層
が
多
く
み
え
る
が
、
表
1
の
分
限
帳
と
比
べ
る
と
、
家
老
・

番
頭
・
物
頭
層
は
全
家
臣
の
二
一
二
％
、
馬
廻
り
層
は
＝
一
％
、
中
小
性
層
は
二
〇
％
、
歩
行
層
は
五
％
程
度
が
参
加
し
て
お
り
、
頭
級
の

上
級
家
臣
は
別
と
し
て
、
中
小
性
層
の
参
加
が
注
目
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
中
小
性
層
が
最
も
藩
主
に
近
侍
し
て
お
り
、
討
ち
入
り

に
も
そ
の
よ
う
な
藩
主
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
よ
う
。



赤穂浪士の親類書をめぐって

『
親
類
書
』

　
　
　
覚

一
父
方
祖
父

一
同
祖
母

一
母
方
祖
父

一
同
祖
母

　
一
父

　
一
母

　
一
伯
父

一
伯
父

一
母
方
伯
父

　
一
弟一

妹

　
一
従
弟

　
一
同

　
一
同

　
一
女
従
弟

　
一
同

の
全
体
を
分
析
す
る
前
に
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
赤
埴
源
蔵
の
書
上
を
以
下
に
示
し
た
。

廿
年
已
前
病
死

廿
年
已
前
病
死

浪
人
病
死
年
月
不
存
候
、

総
州
罷
在
候
、

浅
野
故
内
匠
頭
家
頼

浪
人
二
て
江
戸
罷
在
候
、

江
戸
罷
在
候
、

黒
田
豊
前
守
様
罷
在
候
、

本
多
伊
予
守
様
罷
在
候
、

浪
人
二
て
江
戸
罷
在
候
、

土
屋
相
模
守
様
罷
在
候
、

阿
部
対
馬
守
様
罷
在
候
、

黒
田
豊
前
守
様
罷
在
候
、

本
多
伊
予
守
様
罷
在
候
、

渡
部
越
中
守
様
二
浪
人
二
て
江
戸
罷
在
候
、

　
　
　
　
　
　
酒
井
下
総
守
様
御
組

　
　
　
　
　
　
江
州
膳
所
罷
在
候
、

　
　
　
赤
埴
十
左
衛
門

父
覚
不
申
候
、

　
　
　
高
野
忠
左
衛
門

父
覚
不
申
候
、

　
　
　
赤
埴
　
一
閑

赤
埴
小
右
衛
門

赤
埴
所
左
衛
門

高
野
　
春
東

本
間
安
兵
衛

田
村
縫
右
衛
門
妻

亦
埴
　
平
内

赤
埴
十
郎
右
衛
門

赤
埴
久
米
布
衛
門

浅
岡
伝
右
衛
門
妻

赤
埴
所
左
衛
門
娘

13



と縁戚一覧

祖父 外祖父 実父 親類人数子孫甥 浅野家中浅野牢人 他家中 幕臣 牢人 他 百姓町人 不明

浅野家中 岡山池田家中 32 3 3 1 1
7

2 4 2

広島浅野家中 結城水谷家中 1
2

1 1 1 8 1

出羽最上牢人 牢人 17 3 1 8 4 1

浅野家中 浅野家中 尾張徳川家中 22 2 4 8 6 2

岡崎本多家中 浅野家中 14 2 3 6 2 1

浅野家中 浅野家中 16 1 3 5 5 1 1

浅野家中 豊岡京極家中 1
1

＊2 1 正 7

7 7

1
3

1 9 1 2

浅野家中 牢人 15 1 1 7 5 1

中根正盛与力 笠間井上家中 8 1 4 3

浅野家中 浅野家中（後牢人） 10 2 3 1 1 3

新発田溝口家中 24 1 23

浅野家中 牢人 13 7 1 5

牢人 陸奥相馬家中 1
1

2 5 1 3

牢人 牢人 9 1 1 3 2 2

浅野家中 21 2 8 7 2 2

熊本細川牢人 備前岡山郷士 10 1 1 1 6 1

大垣戸田家中 三春松下（改易）家中 9 2 1 2 4

浅野家中 浅野家中 白河松平大和家中 29 2 4 7 14 1 1

浅野家中 牢人 9 2 2 5

浅野家中 浅野家中 牢人 20 1 5 4 5 2 3

福井松平家中 牢人 高槻永井家中 1
2

2 5 4

浅野家中 広島浅野家中 14 2 3 2 4 1 1 1

浅野家中 浅野家中 6 3 3

浅野家中 浅野家中 1
5

1 5 8 1

広島浅野家中 結城水谷家中 8 1 3 3 1

牢人 3 2 1

讃岐生駒牢人 牢人 米沢上杉牢人 22 3 2 5 6 6

牢人 7 1 3 2 1

8 2 1 1 3 1

駿河忠長牢人 旗本大番 江戸町人 15 1 1 3 4 5 1

浅野家中 20 2 16 2

浅野家中 浅野家中 10 3 1 2 2 1 1

5 1 4

浅野家中 7 ＊1 2 4

浅野家中 浅野家中 浅野家中 12 4 6 2

浅野家中 4 1 2 1

鳥羽内藤（改易）家中 谷村秋元家中 浅野家中 1
8

1 2 3 10 2

浅野家中 白河松平大和守家中 5 2 2 1

浅野家中 浅野家中 4 1 1 2

津山森家中 津山森家中 9 8 1

津山森家中 津山森家中 8 1 1 1 3 3

牢人 津山森牢人 4 1 2

浅野家中 6 1 3 2

牢人 赤穂松平（改易）家中 6 1 4 1

560 34 75 119 209 22 64 1
9

9 9

14



赤穂浪士の親類書をめぐって

表2　赤穂浪士

年齢 役職0は異本の記事 奉禄 続　　柄 父

大石内蔵助良雄 45 家老 1500石 大石主税父 浅野家中

吉田忠左衛門兼亮 63 加東郡代（物頭） 200石 吉田沢右衛門父貝賀弥左衛門兄 浅野家中

原　惣右衛門元辰 56 足軽頭（鉄炮頭） 300石 岡島八十右衛門兄 米沢上杉牢人

片岡源五右衛門高房 37 用人（内証用人） 350石 浅野家中

間瀬久太夫正明 63 目付（大目付） 200石 間瀬孫九郎父小野寺十内従弟 浅野家中

小野寺十内秀和 61 京都留守居番 150石 小野寺幸右衛門義父大高源五叔父 浅野家中

大石主税良金 16 ［部屋住］ 大石内蔵助子 浅野家中（浪士）

磯貝十郎左衛門正久 25 用人（近習、物頭井側用人） 150石 松平忠冬家人

堀部弥兵衛金丸 77 ［隠居1 50石（隠居料） 堀部安兵衛義父 浅野家中

近松勘六行重 34 馬廻（給人） 250石 奥田貞右衛門実兄 浅野家中

富森助右衛門正因 34 馬廻使番 200石 浅野家中

潮田又之丞高教 35 馬廻国絵図役 200石 浅野家中

堀部安兵衛武庸 34 馬廻江戸留守居役（使番） 200石 堀部弥兵衛養子 浅野家中（浪士）

赤埴源蔵重賢 35 馬廻 200石 浅野家中

奥田孫太夫重盛 57 馬廻江戸武具奉行 150石 奥田貞右衛門義父 牢人

矢田五郎右衛門助武 29 馬廻 150石 浅野家中

大石瀬左衛門信清 27 馬廻 150石 浅野家中

早水藤左衛門満発 40 馬廻（給人） 150石 浅野家中

間喜兵衛光延 69 馬廻勝手形吟味役 100石 間重次郎・新六父 浅野家中

中村勘助正辰 48 馬廻右筆頭（給人） 100石 間瀬久太夫甥 浅野家中

菅谷半之丞政利 44 馬廻代官 100石 浅野家中

不破数右衛門正種 34 元馬廻元浜辺普請奉行 元100石 浅野家中

千馬三郎兵衛光忠 51 馬廻 100石 浅野家中

木村岡右衛門貞行 46 馬廻（絵図役） 150石 浅野家中

岡野金右衛門包秀 24 ［部屋住］ 父200石 小野計醐幸右衛1佛大高躯従弟 浅野家中

吉田沢右衛門兼貞 29 中小性近習 10両3人扶持 吉田忠左衛門子貝賀弥左衛門甥 浅野家中（浪士）

貝賀弥左衛門友信 54 中小性近習倉奉行 10両2石3人扶持 吉田繍悌吉田沢柵繊岡轍 浅野家中

大高源五忠雄 32 中小性近習膳番 20石5人扶持 小野寺十内甥岡野金右衛門従弟 浅野家中

岡島八十右衛門常樹 38 中小性近習礼座奉行 20石5人扶持 原騰悌員醐詔鶉沢樹襟 浅野家中

武林唯七隆重 32 中小性近習 10両3人扶持 浅野家中

倉橋伝助武幸 34 中小性近習 20石5人扶持 浅野家中

村松喜兵衛秀直 62 中小性近習（倉奉行） 20石5人扶持 村松三太夫父 浅野家中

杉野十平次次房 28 中小性近習 8両3人扶持 浅野家中

勝田新左衛門武発 24 中小性近習 15石3人扶持 浅野家中

前原伊助宗房 40 中小性近習金奉行 10石3人扶持 浅野家中

間瀬孫九郎正辰 23 ［部屋住］ 間瀬久太夫子 浅野家中（浪士）

小野寺幸右衛門秀富 28 ［部屋住］ 小野寺十内養子大高源五弟 浅野家中（浪士）

間重次郎光興 26 中小性近習 間喜兵衛子新六兄 浅野家中（浪士）

奥田貞右衛門行高 26 （加東郡勘定方） 奥田孫太夫養子近松勘六実弟 浅野家中（浪士）

矢頭右衛門七教兼 18 ［部屋住］ 父20石3人扶持 浅野家中

村松三太夫高直 27 ［部屋住］ 村松喜兵衛子 浅野家中（浪士）

神崎与五郎則休 38 横目（徒目付、小目付） 5両3人扶持 津山森牢人

茅野和助常成 37 横目（徒目付、小目付） 5両3人扶持 牢人

横川勘平宗利 37 徒士（徒目付、歩行） 6両3人扶持 牢人

間　　新六光風 24 〔牢人］ 間喜兵衛子重次郎弟 浅野家中（浪士）

三村次郎左衛門包常 37 台所役人（小役人、酒奉行） 7石2人扶持 浅野家中

寺坂吉右衛門信行 39 足軽 3両2分3人扶持

計

（注）子孫甥は、討入に参加した子と幼少の子孫・甥など、＊は幼少の弟を含む。
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一
甥

一
同

本
間
安
兵
衛
せ
か
れ
五
歳

田
村
縫
右
衛
門
せ
か
れ
二
歳

本
間
友
太
郎

田
村
　
長
吉

16

　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
　
元
禄
十
六
癸
未
年
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
埴
　
源
蔵
（
花
押
）

　
『
親
類
書
』
に
記
さ
れ
る
の
は
、
祖
父
母
・
父
母
・
子
・
孫
・
兄
弟
・
叔
父
・
甥
・
従
兄
弟
ま
で
で
あ
り
、
赤
穂
浪
士
の
場
合
、
妻
方

は
原
則
と
し
て
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
氏
名
不
詳
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
る
も
の
も
多
く
、
こ
と
に
母
方
の
祖
父
母
は
不
明
の
場
合
が

多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
召
し
預
け
中
の
記
憶
で
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
失
念
や
錯
誤
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
赤
埴
は
、
馬
廻
り
二
〇
〇
石
、
祖
父
以
来
浅
野
氏
に
仕
え
た
家
で
あ
り
、
改
易
の
と
き
す
で
に
隠
居
し
て
い
た
父
は
、
浪
人
と
し
て
記

　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

さ
れ
て
い
る
。
父
の
兄
弟
は
常
陸
下
館
藩
主
黒
田
直
重
・
河
内
西
代
藩
主
本
多
忠
恒
に
仕
え
て
い
る
が
、
黒
田
は
将
軍
綱
吉
が
館
林
藩
主

の
時
代
か
ら
仕
え
、
延
宝
八
年
幕
臣
と
な
っ
た
と
き
三
〇
人
扶
持
、
天
和
元
年
三
〇
〇
俵
、
貞
享
二
年
小
納
戸
さ
ら
に
小
性
に
進
み
五
〇

〇
俵
、
同
四
年
従
五
位
下
豊
前
守
、
元
禄
元
年
一
五
〇
〇
俵
、
同
四
年
三
〇
〇
〇
俵
、
翌
五
年
五
〇
〇
〇
俵
、
同
八
年
五
五
〇
〇
俵
、
同

九
年
七
〇
〇
〇
石
と
加
増
さ
れ
、
元
禄
＝
二
年
武
蔵
の
う
ち
一
万
石
、
同
一
六
年
常
陸
下
館
一
万
五
〇
〇
〇
石
と
な
っ
た
大
名
で
あ
る
。

ま
た
本
多
も
、
近
江
膳
所
藩
主
本
多
康
将
の
三
男
で
、
延
宝
七
年
父
の
致
仕
に
あ
た
っ
て
一
万
石
を
分
知
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
一
代

で
新
規
に
取
り
立
て
ら
れ
た
大
名
で
あ
っ
た
。
赤
埴
の
弟
が
仕
官
し
て
い
た
常
陸
土
浦
藩
主
土
屋
政
直
も
、
父
数
直
が
五
〇
〇
俵
か
ら
四

万
五
〇
〇
〇
石
に
加
増
さ
れ
、
老
中
に
進
み
、
政
直
も
加
増
を
受
け
な
が
ら
大
坂
城
代
・
京
都
所
司
代
・
老
中
と
進
み
、
七
万
五
〇
〇
〇

石
と
な
っ
て
お
り
、
急
速
に
領
知
や
家
臣
団
を
拡
大
し
た
家
で
あ
る
。
伯
（
叔
）
父
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
大
名
に
仕
官
し
て
赤
穂
藩
か

ら
出
て
お
り
、
弟
も
養
子
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
赤
穂
藩
を
離
れ
て
い
る
。
ま
た
母
は
牢
人
の
娘
で
あ
り
、
妹
も
下
野
宇
都
宮
藩
主
阿

部
正
邦
の
家
中
に
嫁
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
赤
埴
は
、
三
代
続
い
た
譜
代
の
臣
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
浅
野
家
中
と
姻
戚
関
係
を
持
っ



赤穂浪士の親類書をめぐって

て
い
な
い
。

　
な
お
赤
埴
源
蔵
は
、
巷
説
で
は
兄
と
の
「
別
れ
の
盃
」
で
名
高
い
が
、

も
う
一
人
、
村
松
喜
兵
衛
の
『
親
類
書
』
を
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
村
松
喜
兵
衛
親
類
書

一
養
父

一
養
母

一
父
方
祖
父

一
父
方
祖
母

一
母
方
祖
父

一
母
方
祖
母

一
妻

一
嫡
子

一
次
男

一
孫
分

一
弟
分

一
甥
分

一
母
方
従
弟
分

一
母
方
従
弟
分

『
親
類
書
』
に
は
兄
は
お
ら
ず
、
史
実
で
は
な
い
。

先
主
堀
田
上
野
介
様
、
其
後
浅
野
内
匠
二
勤
候
、
八
ケ
年
已
前
死
去
仕
候
、

次
兵
衛
儀
大
御
番
之
様
承
及
申
十
二
年
已
前
死
去
仕
候
、

駿
河
大
納
言
様
二
而
御
鳥
見
仕
候
様
二
承
之
、
何
年
已
前
死
去
仕
候
も
不
存
候
、

何
年
已
前
死
去
仕
候
も
不
存
候
、

仮
名
不
存
候
、
何
年
已
前
死
去
仕
候
も
不
存
候
、

何
年
已
前
死
去
仕
候
も
不
存
候
、

御
当
地
町
宅
罷
有
候
、

小
笠
原
長
門
守
様
御
家
来

浅
野
左
兵
衛
様
御
家
来

実
九
太
夫
子
、
九
太
夫
義
絶
仕
候
故
行
衛
不
存
候
、

九
太
夫
孫
、
岡
崎
町
二
罷
有
候
、

小
普
請

御
祐
筆

村
松
　
九
太
夫

加
茂
宮
次
兵
衛
娘

村
松
茂
左
衛
門

村
松
　
九
太
夫
娘

村
松
　
三
太
夫

村
松
政
右
衛
門

村
松
　
是
候

村
松
　
半
太
夫

大
和
屋
三
右
衛
門

賀
茂
宮
太
郎
左
衛
門

賀
茂
宮
喜
右
衛
門
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一
父
方
従
弟
分

一
父
方
従
弟
分

一
父
方
従
弟
分

一
実
父

一
実
母

一
父
方
祖
父

一
父
方
祖
母

一
母
方
祖
父

一
母
方
祖
母

一
弟

一
甥

　
　
以
上

九
太
夫
甥
、
山
名
信
濃
守
様
御
家
来
、

右
理
兵
衛
姉
後
家
二
而
同
家
二
罷
有
候
由
、

九
太
夫
甥
町
絵
師
二
而
通
油
町
二
罷
有
候
由
、

主
取
不
仕
町
人
二
罷
成
三
十
三
年
已
前
二
死
去
仕
候
、

五
拾
八
年
已
前
死
去
仕
候
、

何
年
已
前
死
去
仕
候
も
不
存
候
、

何
年
已
前
死
去
仕
候
も
不
存
候
、

何
年
已
前
死
去
仕
候
も
不
存
候
、

何
年
已
前
死
去
仕
候
も
不
存
候
、

町
人
仕
両
国
橋
辺
罷
有
候
、

右
孫
三
郎
手
前
罷
有
候
、

河
原
田
理
兵
衛

杉
村
　
次
兵
衛

堀
江
九
右
衛
門

木
屋
　
孫
三
郎

　
　
　
吉
三
郎

18

　
　
　
　
元
禄
拾
六
年
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
松
喜
兵
衛
（
花
押
）

　
『
親
類
書
』
を
整
理
す
る
と
、
村
松
の
養
家
は
、
養
祖
父
村
松
茂
左
衛
門
が
駿
河
大
納
言
徳
川
忠
長
の
鳥
見
役
を
勤
め
、
寛
永
一
〇
年

忠
長
改
易
後
に
浪
人
と
な
り
、
そ
の
子
村
松
九
太
夫
は
下
総
佐
倉
藩
主
堀
田
正
信
に
仕
え
た
も
の
の
、
万
治
三
年
堀
田
氏
の
改
易
で
浪
人

　
　
　
（
1
7
）

し
た
の
ち
浅
野
氏
に
仕
え
た
。
九
太
夫
の
実
子
村
松
半
太
夫
は
義
絶
さ
れ
、
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
九
太
夫
の
甥
の
な
か
に
は
、
幕

臣
山
名
信
濃
門
守
泰
豊
（
小
性
、
五
〇
〇
石
）
の
家
臣
も
い
る
が
、
孫
が
江
戸
岡
崎
町
の
町
人
と
な
っ
た
り
、
甥
が
町
絵
師
と
し
て
江
戸

通
油
町
に
居
住
し
て
お
り
、
浪
人
を
繰
り
返
す
な
か
で
村
松
家
が
離
散
し
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。



赤穂浪士の親類書をめぐって

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
村
松
の
養
母
は
、
幕
臣
賀
茂
宮
治
兵
衛
直
能
（
腰
物
奉
行
、
三
〇
〇
石
）
の
女
と
い
う
。
直
能
の
父
直
重
は
、
一
時
駿
河
大
納
言
忠
長

に
仕
え
た
経
歴
が
あ
り
、
忠
長
の
鳥
見
役
を
勤
め
た
村
松
茂
左
衛
門
と
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
賀
茂
宮
氏
は
直
能
の
嫡
子
太
郎
左

衛
門
直
定
が
、
大
番
・
腰
物
持
役
・
新
番
・
宝
蔵
番
頭
を
歴
任
し
て
元
禄
五
年
小
普
請
入
り
し
、
五
男
喜
右
衛
門
直
興
が
右
筆
．
二
〇
〇

俵
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
三
男
与
惣
左
衛
門
直
弘
は
小
十
人
、
四
男
庄
右
衛
門
直
房
は
右
筆
と
し
て
幕
府
に
仕
え
た
が
、
元
禄
一
六
年
に

両
名
は
す
で
に
死
去
し
て
い
た
。

　
喜
兵
衛
は
、
村
松
家
に
婿
養
子
と
し
て
入
っ
た
が
、
実
父
の
堀
江
九
右
衛
門
は
、
浪
人
の
の
ち
町
人
と
な
り
、
喜
兵
衛
の
弟
も
江
戸
両

国
の
町
人
で
あ
る
。
喜
兵
衛
の
嫡
男
三
太
夫
は
、
部
屋
住
と
し
て
吉
良
邸
討
ち
入
り
に
参
加
し
て
い
る
が
、
次
男
政
右
衛
門
は
幕
臣
小
笠

原
長
門
守
長
定
（
小
性
組
、
三
〇
〇
〇
石
）
の
家
臣
と
な
り
、
孫
是
候
は
浅
野
左
兵
衛
長
武
（
先
手
鉄
炮
頭
、
三
五
〇
〇
石
）
の
家
臣
と

な
っ
て
い
た
。
な
お
、
浅
野
長
武
は
、
大
石
内
蔵
助
良
雄
の
祖
父
内
蔵
助
良
欽
の
弟
大
石
頼
母
良
重
の
子
で
、
幕
臣
浅
野
家
に
養
子
に
入
っ

て
お
り
、
大
石
良
雄
の
又
叔
父
に
当
た
る
。

　
以
上
村
松
家
は
、
喜
兵
衛
の
養
父
か
ら
浅
野
氏
に
仕
え
、
養
子
を
取
り
な
が
ら
家
を
存
続
し
て
い
る
も
の
の
、
浅
野
家
中
と
縁
戚
関
係

は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
縁
戚
は
浅
野
家
中
の
外
で
複
雑
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
あ
る
も
の
は
幕
臣
、
あ
る
い
は
大
名
家
臣
．
幕
臣
家

臣
・
町
人
・
絵
師
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
に
散
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
喜
兵
衛
は
、
嫡
子
と
と
も
に
討
ち
入
り
に
参
加
し
て
浅
野
氏
に
殉

じ
て
い
る
も
の
の
、
次
男
は
幕
臣
に
仕
え
る
な
ど
、
浅
野
家
中
の
な
か
に
村
松
家
が
定
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
さ
ら
に

外
と
の
関
係
を
作
り
出
し
て
い
た
。

　
た
だ
、
村
松
の
場
合
、
父
子
で
討
ち
入
り
に
参
加
し
て
い
る
が
、
赤
穂
浪
士
の
う
ち
に
は
、
互
い
に
父
子
・
兄
弟
．
叔
父
．
甥
．
従
弟

な
ど
、
縁
戚
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
村
松
と
同
じ
中
小
性
の
貝
賀
弥
左
衛
門
の
例
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
貝
賀
弥
左
衛
門
親
類
書
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父
方
祖
父

同
　
祖
母

母
方
祖
父

同
　
祖
母

父母妻女
子

兄甥甥姪姪甥

古
浅
野
内
匠
頭
家
来
、
死
去
仕
候
年
数
覚
不
申
候
、

死
去
仕
候
年
数
覚
不
申
候
、

水
谷
左
京
亮
様
二
罷
在
候
、
其
後
浪
人
二
て
死
去
仕
候
年
数
覚
不
申
候
、

死
去
仕
候
年
数
覚
不
申
候
、

古
浅
野
内
匠
頭
家
来
、
五
十
年
以
前
死
去
仕
候
、

三
十
年
以
前
死
去
仕
候
、

京
都
高
倉
通
り
丸
太
町
下
ル
町
江
差
置
候
、

右
同
所
二
罷
在
候
、

浅
野
内
匠
頭
家
来
、

右
同
断

播
州
亀
山
二
罷
在
候

右
同
断

本
多
中
務
大
輔
様
二
罷
在
候
、

浅
野
内
匠
頭
家
来
、

　
以
上

元
禄
十
六
癸
未
年
正
月

貝
賀
の
場
合
、
実
兄
の
吉
田
忠
左
衛
門
の
『
親
類
書
』
に
、
祖
父
吉
田
太
郎
兵
衛
が

吉
田
太
郎
兵
衛

誰
娘
共
不
存
候
、

貝
賀
新
兵
衛

誰
娘
共
不
存
候
、

吉
田
　
助
兵
衛

貝
賀
新
兵
衛
娘

吉
田
忠
左
衛
門

吉
田
沢
右
衛
門

吉
田
　
伝
内

吉
田
忠
左
衛
門
娘

伊
藤
十
郎
太
夫
妻

岡
島
八
十
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
貝
賀
弥
左
衛
門
　
書
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
拾
四
歳

「
浅
野
弾
正
少
弼
家
来
、
八
十
年
以
前
病
死
仕
候
、
」
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赤穂浪士の親類書をめぐって

原
・
岡
島
・
吉
田
・
貝
賀
略
系
図

原
陣
右
衛
門
』
鱒

　
最
上
牢
人
＊

　
高
松
生
駒
牢
人

岡
島
次
郎
右
衛
門
＊

吉
田
助
兵
衛
＊

（
兄
弟
の
順
は
替
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
、
＊
は
死
亡
）

　
　
　
　
　
山
田
長
左
衛
門
　
米
沢
上
杉
家
中
　
義
絶

　
　
　
　
　
羽
鳥
五
右
衛
門
　
米
沢
上
杉
家
中
　
義
絶

浅
野
家
中

原
七
郎
左
衛
門

　
上
杉
牢
人
＊

水
野
七
郎
左
衛
門

　
米
子
加
藤
牢
人

　
浅
野
家
中

岡
島
善
右
衛
門
＊

原
惣
右
衛
門

女
子

水
野
玄
覚

女
子

原
兵
太
夫
　
逐
電

原
重
次
郎

姫
路
本
多
家
中

有田一
n弥
ﾆ左
?q
@明

貝
賀
左
門
女
子
＊

　
結
城
水
谷
家
中

女
子

岡
島
八
十
右
衛
門

灘
由
礪
衛
輔
人＝

伊
藤
十
郎
太
夫

、
姫
路
本
多
家
中

島
田
弥
五
右
衛
門

　
久
留
米
有
馬
家
中

島
田
六
之
助

　
久
留
米
有
馬
家
中

の
ち
連
座
流
罪

義
絶

義
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
馬
家
中
　
義
絶
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と
み
え
、
母
方
祖
父
．
父
も
死
亡
年
を
詳
細
に
記
し
て
お
り
、
吉
田
の
ほ
う
が
正
確
な
よ
う
で
あ
る
。
貝
賀
は
、
母
方
の
姓
を
相
続
し
て

新
た
に
浅
野
氏
に
出
仕
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
母
方
は
備
中
松
山
藩
主
と
し
て
改
易
さ
れ
た
水
谷
氏
の
家
臣
で
は
や
く
浪
人
し
て
い
た
。

貝
賀
鵬
書
き
上
げ
た
九
名
（
吉
田
の
娘
を
除
く
）
の
う
ち
四
名
は
す
で
に
死
去
し
、
現
存
し
て
い
る
五
名
の
う
ち
吉
田
忠
左
衛
門
、
そ
の

子
沢
右
衛
門
、
甥
の
岡
島
八
十
右
衛
門
と
三
名
が
浪
士
に
加
わ
っ
て
い
る
。
残
る
甥
の
吉
田
伝
内
は
、
忠
左
衛
門
の
次
男
で
あ
り
、
女
婿

の
姫
路
藩
主
本
多
氏
の
家
中
伊
藤
十
郎
太
夫
は
、
元
吉
田
忠
左
衛
門
配
下
の
足
軽
で
討
ち
入
り
後
四
六
名
と
別
れ
た
寺
坂
吉
右
衛
門
が
、

の
ち
に
寄
食
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
『
親
類
書
』
に
は
、
最
小
限
度
の
親
類
し
か
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
親
類
書
』
提
出
は
、
親
類
に
対
す
る
連
座
制
の

処
罰
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
意
識
し
て
記
載
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
『
親
類
書
』
の
内

容
は
、
提
出
者
の
作
為
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
貝
賀
の
書
上
は
、
浪
士
た
ち
が
、
相
互
に
さ
ま
ざ
ま
な
縁
戚
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
岡
島
は
、
浪
士
の
一
人
原
惣
右
衛
門
の
実
弟
に
あ
た
っ
て
お
り
、
貝
賀
・
吉
田
・
岡
島
・
原
が
縁
戚
関
係
で
系

図
の
よ
う
に
一
つ
に
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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四
　
『
親
類
書
』
に
み
る
族
縁
関
係

　
以
上
の
よ
う
な
『
親
類
書
』
の
記
載
を
整
理
し
て
み
た
い
。
『
親
類
書
』
に
は
、
提
出
者
の
作
為
や
無
記
載
、
記
載
の
不
一
致
が
見
ら

れ
る
な
ど
制
約
も
多
い
が
、
こ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。
浪
士
四
六
名
の
う
ち
、
父
が
浅
野
家
中
と
確
認
で
き
る
も
の
は



赤穂浪士の親類書をめぐって

四
〇
名
に
お
よ
ぶ
が
、
祖
父
も
浅
野
家
中
で
あ
る
も
の
は
二
一
名
に
す
ぎ
な
い
。
半
数
以
上
は
、
父
あ
る
い
は
自
身
の
代
に
仕
官
し
た
も

の
で
あ
る
。
階
層
別
に
見
る
と
、
軽
輩
に
あ
た
る
徒
士
格
の
神
崎
与
五
郎
・
茅
野
和
助
・
横
川
勘
平
が
、
い
ず
れ
も
元
禄
十
年
に
改
易
さ

れ
た
美
作
津
山
藩
森
氏
の
旧
臣
で
あ
る
な
ど
新
参
が
目
立
つ
が
、
中
小
性
層
は
、
馬
廻
り
層
の
子
息
・
傍
系
が
半
分
を
占
め
、
こ
こ
に
親

子
で
参
加
し
た
浪
士
の
子
供
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
他
の
中
小
性
層
は
、
父
の
代
か
ら
の
家
中
で
あ
る
。
馬
廻
り
以
上
も
、
祖
父
・
父

の
代
か
ら
の
浅
野
家
中
が
多
い
が
、
最
上
級
の
家
老
・
物
頭
層
の
う
ち
に
、
原
惣
右
衛
門
・
磯
貝
十
郎
左
衛
門
の
よ
う
に
新
参
が
含
ま
れ

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
浅
野
家
中
の
閉
鎖
的
で
は
な
い
性
格
が
窺
え
よ
う
。

　
ま
た
養
子
で
あ
る
一
〇
名
の
う
ち
、
浅
野
家
中
に
実
父
が
い
る
も
の
は
二
名
に
す
ぎ
な
い
。
母
の
出
身
も
、
浅
野
家
中
の
娘
は
確
認
で

き
る
限
り
一
〇
名
に
過
ぎ
ず
、
藩
外
と
の
通
婚
が
多
か
っ
た
事
実
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
て
浪
士
た
ち
の
親
類
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
氏
名
は
、
女
性
・
氏
名
不
詳
の
も
の
を
除
い
て
五
六
〇
名
、
重
複
を
整
理
す
る
と
四

七
〇
に
お
よ
ぶ
。
そ
れ
を
整
理
す
る
と
、
浅
野
家
中
に
関
わ
る
も
の
で
は
、
浪
士
の
子
孫
二
一
名
、
浅
野
家
中
の
物
故
者
五
八
名
、
元
浅

野
家
中
で
浪
人
し
た
り
討
ち
入
り
を
脱
盟
し
た
り
し
た
も
の
七
九
名
、
計
一
五
八
名
と
な
る
。
藩
外
で
は
、
幕
臣
層
二
二
名
、
大
名
の
家

中
一
七
四
名
、
幕
臣
の
家
中
一
七
名
、
浪
人
六
二
名
、
公
家
侍
・
出
家
・
医
者
な
ど
一
九
名
、
百
姓
・
町
人
九
名
、
そ
の
他
不
明
九
名
、

計
三
一
二
名
に
お
よ
ん
で
お
り
、
親
類
の
う
ち
三
分
の
二
が
藩
外
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
『
親
類
書
』
に
妻
方
の
関

係
は
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
ず
、
ま
た
記
載
に
提
出
者
の
作
為
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
藩
外
と
の
関
係
が
さ
ら
に
多
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

　
藩
外
と
の
関
係
を
、
表
3
に
整
理
し
た
。

　
ま
ず
幕
臣
層
が
二
二
名
い
る
が
、
多
く
は
徒
・
与
力
な
ど
目
見
得
以
下
の
御
家
人
が
多
い
。
討
ち
入
り
四
ヵ
月
前
の
八
月
、
歩
行
不
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

由
と
の
理
由
で
脱
盟
を
通
告
し
た
酒
寄
作
右
衛
門
の
書
状
に
、
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表3　赤穂浪士の親類

1　親類のうち幕臣層

氏　　名 役　職　等 俸禄 縁戚関係

高林弥市郎利之 元下田奉行 2200 大石の従妹が嫁す

松平主馬定由 新番頭 2000 大石の従妹（浅野長直養女）が嫁す

大沢忠次郎基雄 高家大沢の分家 500 奥田貞の外曾祖父

村松茂右衛門 駿河忠長鳥見 村松喜祖父

加茂宮次兵衛直重 駿河忠長旧臣・大番 300 村松喜の養母の父

加茂宮太郎左衛門直定 宝蔵番頭 300 村松喜従弟

加茂宮喜右衛門直興 神田館出身右筆 200俵 村松喜従弟

富沢太郎兵衛利貞 細工頭 250俵 倉橋従弟

大平弥五兵衛 徒目付 倉橋従弟

富沢五兵衛 徒 倉橋従弟

近藤十郎左衛門 徒 勝田姉婿

小野寺加右衛門 徒 小野寺十従弟

北条安兵衛 徒 木村従弟

斎藤鉄五郎 留守居配下（与力or同心） 潮田従弟

浅岡伝右衛門 小性番頭組（与力or同心） 赤埴従弟

吉川藤次郎 町奉行組 矢田叔父

吉川新兵衛 町奉行組 矢田従弟

寺尾太郎左衛門 先手与力 奥田孫甥

小田常左衛門 先手与力 杉野従弟

木村藤助 京都町奉行与力 杉野従弟

太田平蔵 禁裏付渡辺能登守組 大石瀬従弟

物集宇左衛門 南都与力 大石瀬従妹の夫

2　親類の仕えた大名・幕臣

親藩・家門 封地 石高 人数 親類を持った浪士

徳川中納言吉通 尾張名古屋 61．9000 6 大石瀬・片岡

徳川少将頼職 紀伊和歌山 55．5000 2 堀部弥

徳川宰相綱条 常陸水戸 35．0000 2 大石内

松平讃岐守頼保 讃岐高松 12．0000 3 大石内

松平兵部大輔吉品 越前福井 25．0000 3 千馬・堀部弥・吉田沢

松平出羽守吉透 出雲松江 18．6000 1 不破

松平大和守基知 陸奥白河 15．0000 13 矢頭・中村　　　人数計30
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外　様 封　地 石高 人数 親類を持った浪士

松平（前田）加賀守綱紀 加賀金沢 102．2700 1 不破

松平（前田）大蔵大輔正甫 越中富山 10．0000 2 大石内

松平（伊達）陸奥守吉村 陸奥仙台 62．0000 1 原

細川越中守綱利 肥後熊本 54．5000 4 堀部弥

松平（浅野）安芸守綱長 安芸広島 42．6000 4 吉田忠・木村・武林

浅野土佐守長澄 備後三次 5．0000 2 菅谷

松平（池田）伊予守綱政 備前岡山 31．5200 14 大石内・近松・潮田・三村

松平（池田）右近輝興 （播磨赤穂除封封） 3．5000 1 三村

有馬中務大輔頼元 筑後久留米 22．0000 7 吉田・早水・原

森内記衆利 （美作津山．除封封） 18．5000 6 茅野・神崎・横川

上杉弾正大弼綱憲 出羽米沢 15．0000 3 原・岡島

立花飛騨守鑑任 筑前柳川 10．9600 2 奥田貞

丹羽五郎左衛門秀延 陸奥二本松 10．0700 1 小野寺十

伊達遠江守宗昭 伊予宇和島 10．0000 1 大石瀬

京極縫殿頭高成 讃岐丸亀 6．3000 2 大石主・矢田

京極甲斐守高住 但馬豊岡 3．5000 5 大石主

相馬図書頭叙胤 陸奥相馬 6．0000 2 奥田孫

仙石兵部忠政 （信濃小諸） 5．0000 1 千馬

水谷伊勢 （備中松山．除封封） 5．0000 3 矢田・岡島・吉田父子

溝口信濃守重雄 越後新発田 5．0000 16 堀部安

加藤遠江守泰興 伊予大洲 5．0000 3 中村

津軽越中守信政 陸奥津軽 4．7000 1 大石瀬

松下石見守長綱 （陸奥三春除封封） 3．0000 1 間

加藤越中守明英 近江水口 2．0000 1 富森

池田丹波守輝録 備前新田 1．5000 2 間瀬・小野寺十

一柳土佐守末礼 播磨小野 1．0000 1 前原　　　　　人数計85

譜　代 封　地 石高 人数 親類を持った浪士

松平淡路守定直 伊予松山 15．0000 5 近松・奥田貞

松平備前守定章 伊予松山新田 1．0000 2 近松

本多中務大輔政武 播磨姫路 15．0000 6 原・千馬・岡島・貝賀・吉田

本多能登守忠常 大和郡山 12．0000 1 小野寺十

稲葉丹後守正往 下総佐倉 10．2000 1 奥田父子

戸田左門氏鉄 （美濃大垣） 10．0000 1 問

堀田伊豆守正虎 陸奥福島 10．0000 1 潮田

阿部対馬守正邦 下野宇都宮 10．0000 2 赤埴

永井信濃守尚政 （山城淀） 9．9000 1 木村
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奥平熊太郎昌春 丹後宮津 9．0000 1 磯貝

本多隠岐守康慶 近江膳所 7．0000 1 大石瀬

内藤能登守義孝 陸奥岩城 7．0000 1 不破

本庄安芸守資俊 遠江浜松 7．0000 2 勝田

土屋相模守政直 常陸土浦 6．5000 2 赤埴

岡部美濃守長泰 和泉岸和田 5．3000 2 小野寺十・武林

松平紀伊守信庸 丹波笹山 5．0000 3 千馬・倉橋・不破

松平周防守康博 石見浜田 5．0000 1 大石内

本多豊後守康紀 （三河岡崎） 5．0000 1 間瀬

井上中務少輔正任 （美濃郡上） 5．3000 2 富森

秋元但馬守喬知 甲斐谷村 4．0000 6 間・奥田父子

安藤帯刀陳武 紀伊田辺 3．8800 2 堀部弥

永井日向守直逡 摂津高槻 3．6000 1 千馬

内藤和泉守忠勝 （志摩翻除封封） 3．5000 1 奥田貞

永井伊賀守直敬 下野鳥山 3．0000 1 前原

黒田豊前守直重 常陸下館 1．5000 2 赤埴

本多伊予守忠恒 河内西代 1．0000 2 赤埴

森川紀伊守俊胤 下総生実 1．0000 1 大石瀬

屋代越中守忠位 安房北条 1．0000 1 村松　　　　　人数計53

幕　臣 役職等 石高 人数 親類を持った浪士

大久保玄蕃頭忠兼 留守居 6700 1 前原

松平壱岐守定昌 中奥小性 5000 1 潮田

松平登之助信望 小性 5000 1 大石瀬

中根壱岐守正盛 （御側） 5000 1 富森

松平隼人正忠冬 元町奉行 5000 1 磯貝

松平与右衛門忠成 寄合・忠冬 4500 1 磯貝

福原内匠資清 寄合 4000 1 大高・小野寺幸

秋元隼人正貞朝 中奥小性 4000 1 磯貝

浅野左兵衛長武 先手鉄炮頭（大石叔父 3500 1 村松

小笠原長門守長定 小性組番頭 3000 1 村松父子

酒井与九郎重春 本所奉行 2500 1 小野寺父子

松前伊豆守嘉広 町奉行 2100 1 磯貝

渡辺孫助久永 清水奉行 2000 2 磯貝

真田蔵人信弘 寄合 2000 1 木村

建部伝右衛門昌信 小性組 1000 1 茅野

山名信濃守泰豊 小性 500 1 村松　　　　　人数計17
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一
私
親
類
縁
者
不
残
軽
キ
御
扶
持
人
二
て
、
御
成
之
節
ハ
御
道
筋
ヲ
も
堅
メ
申
者
共
二
御
座
候
ヘ
ハ
、
一
入
如
何
ト
奉
存
候
、

と
あ
る
が
、
浪
士
の
勝
田
新
左
衛
門
の
『
親
類
書
』
に
、
義
兄
と
し
て
酒
寄
が
み
え
、
同
じ
く
義
兄
に
幕
府
の
徒
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
書
状
の
内
容
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
徒
・
与
力
な
ど
取
立
が
流
動
的
な
下
層
の
幕
臣
と
大
名
家
臣
と
の
縁
戚
関
係
が
、

比
較
的
多
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
た
だ
親
類
に
は
上
層
の
幕
臣
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
石
内
蔵
助
と
の
関
係
が
顕
著
で

あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
、
討
ち
入
り
の
遂
行
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
他
、
村
松
喜
兵
衛
の
親
類
に
つ

い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
奥
田
貞
右
衛
門
の
曾
祖
父
に
つ
い
て
は
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
七
百
三
十
四
、
大
沢
基

雄
の
女
に
「
浅
野
内
匠
頭
家
臣
近
松
某
が
妻
」
と
あ
り
、
奥
田
が
近
松
家
か
ら
奥
田
家
に
養
子
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
親
類
書
』

の
記
載
は
確
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
大
沢
に
つ
い
て
は
、
奥
田
の
実
兄
に
あ
た
る
近
松
勘
六
の
『
親
類
書
』
に
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
親
戚
と
し
て
の
交
流
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
大
名
家
中
の
親
類
一
七
四
名
に
つ
い
て
は
、
親
藩
・
家
門
七
、
外
様
二
六
、
譜
代
二
八
の
大
名
に
広
が
っ
て
お
り
、
織
豊
取
立
・
徳
川

取
立
大
名
の
家
臣
が
多
く
、
旧
族
大
名
の
家
臣
は
少
な
い
。
そ
の
傾
向
は
、
近
世
初
期
以
来
創
出
さ
れ
た
織
豊
取
立
・
徳
川
取
立
大
名
の

家
臣
団
形
成
の
あ
り
方
と
、
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
原
惣
右
衛
門
の
よ
う
に
、
米
沢
藩
上
杉
氏
・
熊
本
藩
細
川
氏
な
ど
の

家
臣
が
親
類
に
見
い
だ
せ
る
例
も
あ
る
。
一
方
、
最
も
浪
士
の
親
類
が
多
い
藩
は
、
越
後
新
発
田
藩
溝
口
氏
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
堀
部
安

兵
衛
が
自
身
の
郷
里
の
親
類
を
大
勢
書
き
上
げ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
他
の
浪
士
の
親
類
は
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
二
番
目
に
親
類
の

多
い
備
前
岡
山
藩
池
田
氏
は
、
大
石
内
蔵
助
を
は
じ
め
四
名
の
浪
士
が
親
類
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
人
数
は
、
赤
穂
藩
浅
野
氏
の
本
家
安

芸
広
島
藩
浅
野
氏
よ
り
も
多
い
。
そ
の
他
に
も
播
磨
姫
路
藩
本
多
氏
、
備
中
松
山
藩
水
谷
氏
・
丹
波
篠
山
藩
松
平
氏
．
美
作
津
山
藩
森
氏

な
ど
、
赤
穂
の
近
辺
に
親
類
の
多
い
藩
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
の
意
味
で
、
地
域
的
に
は
東
国
の
諸
藩
よ
り
西
国
の
ほ
う
に
集
中
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
近
辺
の
藩
の
親
類
は
、
姻
戚
関
係
に
よ
る
も
の
が
や
や
多
い
よ
う
で
あ
り
、
遠
隔
地
の
藩
の
親
類
は
、
姓
を
一
に
す
る
同
族
が
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多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
除
封
さ
れ
た
藩
の
旧
臣
が
赤
穂
藩
浅
野
氏
に
仕
官
し
た
美
作
津
山
藩
森
氏
の
よ
う
な
例
外
も

あ
る
が
、
軽
輩
の
徒
士
層
に
限
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
武
家
の
個
々
の
家
は
各
大
名
な
ど
へ
の
仕
官
に
よ
り
、
全
国
に
散
ら
ば
る
一

方
、
居
つ
い
た
地
の
周
辺
で
新
た
に
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
っ
た
事
実
が
、
大
名
家
臣
の
親
類
の
傾
向
に
現
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
親
類
が
仕
え
た
幕
臣
も
一
七
名
に
達
す
る
。
こ
れ
ら
幕
臣
の
な
か
に
は
、
中
奥
小
性
・
小
性
な
ど
将
軍
綱
吉
の
側
に
仕
え
る
も
の
か
、

町
奉
行
・
小
性
組
・
先
手
鉄
炮
頭
な
ど
配
下
に
与
力
同
心
を
持
つ
頭
が
多
い
。
将
軍
の
側
近
が
多
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
町
奉
行
や

番
頭
・
物
頭
に
つ
い
て
は
、
下
層
幕
臣
層
の
徒
・
与
力
同
心
が
親
類
に
多
い
こ
と
と
も
併
せ
、
江
戸
に
武
士
が
集
中
す
る
な
か
で
、
江
戸

屋
敷
へ
の
定
府
、
就
職
活
動
と
取
立
、
縁
戚
関
係
が
生
ま
れ
た
と
い
う
事
情
を
反
映
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
他
の
親
類
と
し
て
は
、
数
は
少
な
い
が
、
大
石
内
蔵
助
が
近
衛
家
の
よ
う
に
家
臣
や
東
本
願
寺
の
坊
官
、
前
述
の
村
松
の
よ
う
に
町
人
、

木
村
岡
右
衛
門
の
よ
う
に
播
磨
加
東
郡
の
村
医
者
な
ど
、
多
様
な
種
類
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
勝
田
新
左
衛
門
・
潮
田
又
之
丞
の
親
類
に
は
、

百
姓
も
い
る
。
中
小
性
の
勝
田
の
場
合
、
祖
父
以
来
の
浅
野
家
中
で
あ
る
が
、
伯
父
が
浅
野
氏
の
旧
領
笠
間
領
の
常
陸
真
壁
郡
本
木
村
に

在
住
し
て
い
る
。
同
地
は
勝
田
氏
の
本
貫
地
で
、
兵
農
分
離
の
結
果
武
士
と
し
て
浅
野
氏
に
仕
え
る
も
の
と
、
在
地
に
残
る
も
の
に
別
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
潮
田
は
馬
廻
り
二
〇
〇
石
で
郡
奉
行
・
絵
図
奉
行
を
歴
任
し
た
士
分
で
あ
る
が
、
姉
が
播
磨
加
西
郡
の
百
姓
に
嫁
い
で

い
た
。
百
姓
の
親
類
に
も
、
一
族
の
場
合
遠
隔
地
に
、
姻
戚
関
係
で
は
近
辺
に
と
い
う
大
名
家
中
と
同
様
の
傾
向
が
窺
え
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
家
臣
団
の
個
々
の
家
が
強
い
統
制
を
受
け
藩
外
と
隔
絶
さ
れ
て
固
定
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
多
少
の
規
制
は
あ
っ

た
に
せ
よ
、
独
自
に
藩
外
の
他
家
中
や
他
の
身
分
と
も
一
族
・
縁
戚
の
関
係
で
強
く
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
浪
士
た
ち
の
「
家
」
は
内
に
も
向
い
て
い
た
。
大
石
内
蔵
助
・
村
松
喜
兵
衛
の
よ
う
に
親
子
で
参
加
し
た
浪
士
が
、
八
組
一

七
名
と
浪
士
の
三
分
の
一
を
占
め
て
お
り
、
個
々
の
浪
士
の
「
家
」
の
関
係
が
、
討
ち
入
り
の
行
動
に
大
き
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
他
方
、
貝
賀
・
吉
田
・
岡
島
・
原
の
よ
う
に
、
複
雑
な
縁
戚
関
係
で
も
結
ば
れ
て
い
た
。
ほ
か
に
も
、
小
野
寺
十
内
の
養
子
幸
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右
衛
門
が
、
大
高
源
五
の
実
弟
に
あ
た
り
、
ま
た
十
内
は
岡
野
金
右
衛
門
の
伯
父
、
間
瀬
久
太
夫
と
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
関
係
を
持
つ
な

ど
、
縁
戚
関
係
で
結
ば
れ
た
浪
士
が
多
か
っ
た
。
『
親
類
書
』
で
知
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
親
子
・
兄
弟
・
伯
父
・
甥
・
従
兄
弟
と
い
う
親
族

関
係
が
互
い
に
繋
が
っ
た
浪
士
が
、
半
数
の
二
四
名
に
お
よ
ぶ
。
『
親
類
書
』
で
判
明
す
る
浪
士
同
士
の
縁
戚
関
係
は
、
藩
内
に
関
わ
る

人
物
に
多
く
限
ら
れ
て
お
り
、
藩
外
を
通
し
た
関
係
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
同
書
の
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

藩
外
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
、
潮
田
又
之
丞
の
義
父
で
脱
盟
し
た
小
山
源
五
右
衛
門
が
、
大
石
内
蔵
助
の
伯
父
で
あ
る
な
ど
、
又
従
兄
弟

や
妻
の
縁
戚
関
係
と
い
っ
た
『
親
類
書
』
に
記
載
さ
れ
な
い
関
係
を
想
定
す
れ
ば
、
こ
の
関
係
は
さ
ら
に
多
く
な
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

赤穂浪士の親類書をめぐって

　
大
名
家
臣
団
が
、
軍
事
体
制
を
基
本
に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
は
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
浅
野
氏
は
、
武
功
取
立
大
名
に
近

い
性
格
を
持
ち
、
備
中
松
山
城
受
取
り
の
よ
う
に
、
軍
事
編
成
に
よ
る
行
動
を
し
ば
し
ば
と
っ
て
い
た
。
た
だ
そ
れ
が
、
討
ち
入
り
と
何

ら
か
関
係
が
あ
っ
た
か
は
断
言
で
き
な
い
。

　
一
方
、
元
禄
期
の
浅
野
家
中
の
な
か
で
は
、
身
分
制
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
昇
進
の
シ
ス
テ
ム
や
職
制
の
体
系
な
ど
も
形
成

さ
れ
て
お
り
、
中
小
性
が
、
歩
行
以
下
の
昇
進
の
最
終
で
あ
る
と
と
も
に
、
馬
廻
り
層
の
子
弟
の
最
初
に
就
任
す
る
役
職
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
藩
主
に
最
も
近
侍
し
て
い
た
中
小
性
が
討
ち
入
り
に
多
く
参
加
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
藩
主
と
個
々
の
家
臣
と
の
関
係
が
、
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ち
入
り
の
遂
行
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
し
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

　
近
世
に
お
い
て
武
家
の
家
は
仕
え
て
い
た
大
名
の
擬
制
的
な
「
家
」
を
超
え
て
存
在
し
て
い
た
。
赤
穂
浪
士
の
『
親
類
書
』
の
場
合
、



戦
乱
が
治
ま
っ
て
か
ら
百
年
足
ら
ず
、
身
分
制
度
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
元
禄
期
と
い
う
時
代
の
特
質
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う

が
、
武
士
が
百
姓
・
町
人
な
ど
他
の
身
分
と
も
養
子
・
婚
姻
を
通
じ
て
姻
戚
関
係
を
持
っ
た
事
例
は
、
近
世
を
通
じ
て
広
範
に
認
め
ら
れ

る
。
近
世
の
武
家
社
会
は
、
身
分
と
し
て
は
固
定
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
こ
に
所
属
し
た
人
は
必
ず
し
も
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

実
際
に
は
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
と
に
浪
士
た
ち
は
、
浅
野
家
中
と
同
様
の
他
の
大
名
家
中
や
幕
臣
の
陪
臣
と
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
近
世

の
武
家
の
「
家
」
は
、
一
つ
の
経
営
体
で
あ
っ
た
り
、
団
結
し
て
軍
事
行
動
や
自
力
救
済
を
行
う
よ
う
な
中
世
の
武
家
の
「
家
」
で
は
な

く
、
す
で
に
自
立
し
て
個
々
が
各
自
仕
官
し
て
お
り
、
経
済
的
・
政
治
的
に
は
実
態
が
伴
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
先
祖
を
一
に
し
て
由
緒

や
家
柄
を
共
有
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
武
威
」
を
体
現
す
る
「
家
」
と
し
て
、
家
名
を
汚
さ
れ
た
り
、
紛
争
に
逢
っ
た

場
合
は
、
死
を
覚
悟
し
て
武
士
と
し
て
の
存
在
意
義
を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
藩
を
超
え
た
武
家
の
「
家
」
が
、
緩
急
の
場
合
、

こ
と
に
仇
討
ち
な
ど
意
地
を
み
せ
て
武
威
を
主
張
す
る
と
き
、
「
家
」
の
名
誉
の
た
め
に
機
能
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
で

き
る
が
、
『
親
類
書
』
の
性
格
上
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
見
い
だ
せ
な
い
。
た
だ
、
浪
士
た
ち
の
大
半
が
、
族
縁
関
係
で
相
互
に
結
び
付

い
て
い
た
こ
と
は
、
討
ち
入
り
の
遂
行
に
大
き
く
作
用
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
他
方
、
浪
士
の
木
村
岡
右
衛
門
が
、
妻
の
実
家
で
討
ち
入
り
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
牧
市
左
衛
門
や
従
兄
弟
の
大
岡
藤
左
衛
門
に
、
妻
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
行
く
末
を
頼
ん
で
お
り
、
不
参
加
の
浅
野
家
中
も
、
浪
士
を
支
援
し
て
い
た
。
こ
と
に
浪
士
た
ち
は
妻
の
実
家
や
娘
の
縁
付
き
先
な
ど

に
、
妻
子
を
頼
ん
で
お
り
、
穿
っ
た
見
方
で
は
あ
る
が
、
同
姓
の
一
門
よ
り
、
姻
戚
の
方
が
次
第
に
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
傾
向
も
窺
え
よ

う
。
封
建
制
や
家
の
矛
盾
に
は
さ
ま
れ
た
個
の
悲
劇
が
文
芸
の
題
材
と
な
る
よ
う
な
元
禄
期
に
お
い
て
、
一
族
が
分
散
し
て
名
ば
か
り
に

な
っ
た
武
家
の
「
家
」
よ
り
も
、
個
々
が
婚
姻
な
ど
の
縁
戚
関
係
で
結
ば
れ
た
実
質
的
な
関
係
の
ほ
う
が
、
次
第
に
強
ま
っ
て
き
た
と
も

推
測
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
女
性
の
地
位
、
妻
の
地
位
の
変
化
と
も
関
係
が
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
変
化
を
無
視
し
て
、
妻
方
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赤穂浪士の親類書をめぐって

を
除
い
て
『
親
類
書
』
が
作
成
さ
れ
た
事
情
に
、
あ
る
い
は
武
家
社
会
の
矛
盾
が
潜
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
個
々
の
武
家
の
「
家
」
と
は
、
最
小
の
単
位
で
も
家
族
の
み
で
は
な
く
、
そ
こ
に
家
来
や
奉
公
人
ま
で
も
含
ん
で
い
た
。
そ

れ
は
、
若
党
・
鑓
持
・
挟
箱
持
・
草
履
取
・
馬
の
口
取
・
沓
箱
持
・
乗
物
な
ど
を
従
え
た
出
仕
や
外
出
、
参
勤
や
出
陣
の
行
列
に
も
象
徴

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
巷
間
に
伝
え
ら
れ
た
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
は
、
武
家
の
行
列
や
出
陣
を
考
え
た
場
合
、
非
常
に
変
則
的

で
あ
る
。
一
人
前
の
武
士
は
、
自
身
で
鑓
を
携
え
る
こ
と
は
な
く
、
鑓
持
を
召
し
連
れ
て
い
た
。
赤
穂
浪
士
の
場
合
、
実
際
に
四
七
人
の

み
で
討
ち
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
浪
士
た
ち
は
鑓
だ
け
で
な
く
、
弓
や
梯
子
・
掛
矢
ま
で
持
参
し
た
と
い
う
。
吉
良
邸
の
近
所
に
密
か

に
運
ん
で
お
い
た
と
は
い
わ
れ
る
が
、
吉
良
邸
門
前
ま
で
自
ら
持
参
し
た
と
い
う
の
は
、
当
時
の
武
士
と
し
て
は
奇
妙
で
あ
る
。

　
元
禄
一
五
年
一
二
月
｝
五
日
、
桑
名
藩
江
戸
下
横
目
が
国
元
に
宛
て
た
探
索
書
に
、
「
浅
野
内
匠
様
家
来
七
十
人
程
」
が
吉
良
邸
に
乱

入
し
た
と
記
さ
れ
、
翌
一
六
日
の
探
索
書
に
は
「
浅
野
内
匠
様
家
来
侍
分
之
者
四
十
四
人
、
雑
兵
共
に
百
三
十
人
之
余
」
が
討
ち
入
っ
た

　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
検
討
を
要
す
る
が
、
米
沢
藩
上
杉
氏
に
残
る
覚
書
の
一
つ
に
は
、
「
総
人
数
百
五
六
拾
人
有
り
、
尤
着
到
ニ
ハ

四
拾
七
人
と
見
え
候
得
共
、
又
も
の
井
加
勢
有
之
由
」
と
、
若
干
で
は
あ
る
が
、
討
ち
入
り
に
四
十
七
人
以
外
も
加
わ
っ
た
と
い
う
噂
を

　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

伝
え
て
い
る
。
討
ち
入
り
後
に
、
小
野
寺
十
内
が
、
質
問
に
答
え
た
と
思
わ
れ
る
書
付
に
は
、

　
　
一
引
払
之
節
、
上
野
殿
屋
敷
外
二
も
堅
メ
申
候
も
の
有
之
候
由
、
何
も
召
連
候
家
来
に
て
可
有
之
由
本
書
二
有
之
候
得
共
、
内
蔵
助

　
　
　
下
人
も
両
人
附
居
候
処
、
四
五
日
も
前
二
い
と
ま
を
遣
し
赤
穂
へ
戻
り
申
候
、
近
松
勘
六
下
人
・
磯
貝
十
郎
左
衛
門
下
人
、
此
両

　
　
　
人
ハ
宿
よ
り
本
庄
之
安
兵
衛
店
迄
着
替
を
も
た
せ
召
つ
れ
候
得
と
も
、
安
兵
衛
所
よ
り
手
寄
へ
遣
し
申
候
、
安
兵
衛
所
惣
様
相
合

　
　
　
之
下
人
壱
人
有
之
候
得
共
、
是
ハ
猶
以
宿
二
残
置
申
候
、
其
外
下
人
壱
人
も
無
之
候
得
は
、
召
連
候
も
の
無
御
座
、
諸
道
旦
ハ
も
め

　
　
　
い
く
持
参
申
候
、

と
あ
り
、
家
来
を
率
い
た
と
い
う
噂
を
強
く
否
定
し
て
い
る
。
た
だ
、
小
野
寺
が
強
く
否
定
す
る
ほ
ど
、
噂
は
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
確
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（
2
5
）

か
で
あ
り
、
室
鳩
巣
も
『
赤
穂
義
人
録
』
巻
上
の
な
か
で
、
「
徒
卒
僕
隷
百
余
人
」
が
い
た
と
い
う
説
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
鳩
巣
は
、

の
ち
に
謬
伝
と
し
て
こ
の
説
を
同
書
か
ら
削
除
し
て
お
り
、
浪
士
た
ち
の
泉
岳
寺
退
去
、
四
藩
へ
預
け
ら
れ
る
過
程
で
、
四
六
あ
る
い
は

四
七
と
い
う
人
数
が
人
口
に
膳
灸
す
る
よ
う
に
な
り
、
足
軽
寺
坂
吉
右
衛
門
の
去
就
以
上
に
、
供
人
が
い
て
も
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
推
測
し
え
よ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
赤
穂
浪
士
の
事
件
は
、
義
士
の
是
非
論
や
武
士
道
論
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
の
武
家
社
会
や
大
名
家
臣
団
の
あ
り
方

に
と
っ
て
も
、
こ
こ
で
検
討
し
た
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
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註
（
1
）
　
例
外
と
し
て
、
広
田
照
幸
氏
「
士
族
の
通
婚
行
動
ー
幕
末
・

　
明
治
初
期
、
旧
篠
山
藩
の
場
合
ー
」
（
『
年
報
日
本
近
代
研
究
』

　
一
四
）
な
ど
は
、
婚
姻
を
通
し
て
藩
外
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い

　
る
。

（
2
）
　
拙
著
『
近
世
武
家
社
会
の
形
成
と
構
造
』
。

（
3
）
　
赤
穂
浪
士
の
『
親
類
書
』
は
、
『
赤
穂
義
人
纂
書
』
三
を
は

　
じ
め
数
種
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
赤
穂
市
編
『
忠
臣

　
蔵
』
三
に
所
収
さ
れ
た
東
大
史
料
編
纂
所
影
写
本
『
赤
穂
義
士
親

　
類
書
』
を
利
用
し
た
。

（
4
）
　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
五
、
巻
三
百
十
。
内
閣
文
庫
影
印

　
叢
刊
『
譜
牒
鯨
録
』
上
、
巻
二
十
二
。

（
5
）
　
大
石
神
社
編
『
大
石
家
義
士
文
書
』
所
収
。

（
6
）
　
前
掲
拙
著
。

（
7
）
　
中
央
義
士
会
編
『
未
刊
新
集
赤
穂
義
士
史
料
』
所
収
「
備
中

　
松
山
城
請
取
井
在
番
之
覚
」
。

（
8
）
同
前
。

（
9
）
　
大
石
神
社
編
『
大
石
家
義
士
文
書
』
所
収
。

（
1
0
）
　
「
赤
穂
浅
野
家
軍
列
帳
」
で
は
、
足
軽
隊
の
行
列
を
、
物
頭

　
の
氏
名
の
後
に
「
騎
馬
　
組
足
軽
三
拾
人
之
内
、
弓
四
張
・
鉄
炮

　
廿
挺
・
手
明
五
人
　
玉
薬
箱
二
荷
　
矢
箱
壱
荷
　
具
足
長
持
四
指

　
合
羽
籠
四
荷
　
押
之
者
」
の
順
で
記
し
て
い
る
が
、
物
頭
の
氏
名

　
を
強
調
す
る
た
め
に
前
に
持
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

　
の
た
め
、
飯
尾
精
氏
編
『
大
石
神
社
蔵
播
州
赤
穂
城
請
取
文
書
』



赤穂浪士の親類書をめぐって

　
の
竜
野
藩
脇
坂
氏
の
行
列
順
や
、
『
盛
岡
藩
参
勤
交
代
図
巻
』
な

　
ど
武
家
の
行
列
順
を
検
討
し
、
物
頭
の
位
置
を
訂
正
し
た
。

（
1
1
）
　
市
岡
正
一
『
徳
川
盛
世
録
』
。

（
1
2
）
　
「
備
中
松
山
城
請
取
井
在
番
之
覚
」
。

（
1
3
）
　
赤
穂
市
編
『
忠
臣
蔵
』
三
所
収
、
伊
予
松
山
藩
「
赤
穂
御
預

　
人
始
末
」
（
松
山
市
久
松
定
武
所
蔵
）
。

（
1
4
）
　
浪
士
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
赤
穂
義
士
事
典
刊
行
会
『
赤
穂

　
義
士
事
典
』
を
参
照
し
た
。

（
1
5
）
　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
一
、
巻
六
百
六
十
。

（
1
6
）
　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
一
、
巻
六
百
八
十
五
。

（
1
7
）
　
『
千
葉
県
史
料
　
紀
氏
雑
録
』
所
収
「
堀
田
正
盛
分
限
帳
」

　
（
佐
倉
厚
生
園
堀
田
家
文
書
）
は
万
治
三
年
堀
田
正
信
改
易
の
こ

　
ろ
の
分
限
帳
で
あ
る
が
、
賄
人
の
中
に
「
六
拾
俵
　
村
松
九
太
夫
」

　
の
名
が
見
い
だ
せ
る
。

（
1
8
）
　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
六
、
巻
千
五
十
八
。

（
1
9
）
　
赤
穂
市
編
『
忠
臣
蔵
』
三
所
収
、
元
禄
十
五
年
八
月
十
五
日

　
「
酒
寄
作
右
衛
門
書
状
」
（
「
浅
野
赤
穂
分
家
済
美
録
」
）
。

（
2
0
）
　
赤
穂
浪
士
の
う
ち
中
小
性
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
山
本
博
文

　
氏
が
『
殉
死
の
構
造
』
の
な
か
で
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
中
小
性

　
を
、
主
君
の
恩
も
な
い
下
級
武
士
で
か
ぶ
き
者
的
存
在
と
見
な
す

　
だ
け
で
は
、
彼
ら
の
性
格
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
2
1
）
　
赤
穂
市
編
『
忠
臣
蔵
』
三
所
収
、
「
木
村
岡
右
衛
門
書
状
」

　
（
『
赤
穂
義
士
史
料
』
下
）
。
月
日
は
未
詳
で
あ
る
が
討
ち
入
り
直

　
前
に
妻
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
同
前
所
収
、
「
桑
名
藩
所
伝
覚
書
」
（
『
赤
穂
義
人
纂
書
』
二
）
。

（
2
3
）
　
同
前
所
収
、
「
本
所
敵
討
」
（
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
『
編
年
文

　
書
』
四
十
四
）
。

（
2
4
）
　
同
前
所
収
、
「
小
野
寺
十
内
申
上
書
」
（
大
石
神
社
蔵
）
。

（
2
5
）
　
『
日
本
思
想
大
系
』
二
七
近
世
武
家
思
想
所
収
、
室
鳩
巣

　
『
赤
穂
義
人
録
』
。
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